
第 41 回 徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議
（徳島県新型インフルエンザ等対策本部会議）

日 時：令和３年２月１２日（金）
１９時３０分から

場 所：県庁３階 特別会議室

◎協議事項
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」等の改正に係る対応について
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新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の概要（抜粋）

① 「まん延防止等重点措置」を創設し、
営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の
過料（20万円以下）を規定する。（第31条の4～第31条の6, 第80条関係）

② 緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、
命令に違反した場合の過料（30万円以下）を規定する。 （第45条、第79条関係）

③ 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務を規定する。（第13条関係）

１．新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正

①国や都道府県が、国民や事業者に対し、その意義や必要性を広く理解を求めていくことが重要。
②「国民の自由と権利が不当に侵害されることのないよう」

国の「政令に基づく指針」や「ガイドライン」などにより、
「全国一律の基準」での公平な運用を行いたい。

３．「対策の実効性を担保するための措置」について

２．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正

① 積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が
積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合、応ずべきことを命令できることとし、
命令を受けた者が、質問に対して正当な理由がなく答弁をしない場合等の過料（30万円以下）を規定する。
（第15条第４項及び第８項から第11項まで、第81条関係）

② 入院勧告・措置を見直し、正当な理由がなく入院措置に応じない場合等の過料（50万円以下）を規定する。
（第26条第２項、第37条第３項、第80条）

③ 宿泊療養・自宅療養を法的に位置付け、協力要請規定を新設する。（第44条の３、第50条の２）



新型コロナウイルスワクチン接種について

○「徳島県新型コロナウイルスワクチン接種調整会議」の設置
・・・ワクチン接種の準備において、各自治体における課題や対応策について協議・調整

○調整会議の下に「実務者会議」を設置・・・実務者間で「接種体制整備に関する今後のスケジュールの共有」等を協議
○超低温冷凍庫（ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞｰ）の県内配備・・・医療従事者向け優先接種の拠点となる12医療機関に13台配備中

【目的】
◆新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、

結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図る。
【接種の実施体制】
◆接種は、国の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において実施する。
【情報提供】
◆ワクチンは最終的には個人の判断で接種されるものであることから、ワクチンの接種に当たっては、

リスクとベネフィットを総合的に勘案し接種の判断ができる情報を提供することが必要である。

調整主体 12月 1月 2月 3月 4月～

医療従事者向け｢先行｣接種

医療従事者向け｢優先｣接種

高齢者向け優先接種

その他の方
（基礎疾患のある方等を優先）

国

県

市町村

接種開始
医療機関との調整
超低温冷凍庫配備

医療機関・関係団体との調整
超低温冷凍庫配備

医療機関・関係団体との調整
冷凍庫配備 接種券準備

接種券準備

接種開始

接種開始

接種開始

接種対象者別
実施の流れ

（「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について」令和３年２月９日内閣官房・厚生労働省より）


